
 

事 務 連 絡 

令和８年３月 18 日 

 

 

関係団体 各 位 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方

法第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施する調査について 

 

 

標記について、別添にて、地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)国民

健康保険主管課(部)長及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課

(部)長あて通知しましたので、各位におかれましても、関係者に対し周知を図られま

すようお願いいたします。 

 

 

 

 



 

 

保 医 発 0 3 1 8 第 ６ 号 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 8 日 

 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

 

 

                                                              厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ）     

 

 

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法 

第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施する調査について      

 

 

標記については、本日、「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算

定方法の一部を改正する件」（令和８年厚生労働省告示第 96 号。以下「算定告示」という。）が告

示され、令和８年６月１日より適用されることとなったところであるが、算定告示第五項第三号の規

定に基づき実施する調査は下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医

療機関及び審査支払機関等に対し、周知徹底を図られたい。 

なお、本通知は、令和８年６月１日から適用することとし、従前の「厚生労働大臣が指定する病院

の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が実施す

る調査について」（令和６年３月 21 日保医発 0321 第８号）は、令和８年５月 31 日限り廃止する。 

 

 

記 

 

 

第１ 調査の概要について 

１ 調査の目的 

本調査は、算定告示第五項第三号の規定に基づき、ＤＰＣの評価・検証及び入院医療等の評価

を目的として実施するもの（以下「ＤＰＣの評価・検証等に係る調査」という。）である。 

提出された調査結果は、厚生労働省に帰属し、診断群分類点数表の作成、医療機関別係数の設

定等に活用され、個別患者が特定できないように集計した後、医療機関ごとに公開されるもので
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ある。また、入院医療を担う医療機関等の機能や役割の適切な分析・評価等や、厚生労働省が行

うＤＰＣデータの第三者提供のために適宜活用されるものである。 

２ 調査の種類 

ＤＰＣの評価・検証等に係る調査は、次の２つの調査から構成される。 

(１) 退院患者調査 

診療している患者の病態や実施した医療行為の内容等について毎年実施される調査 

(２) 特別調査 

中央社会保険医療協議会等の要請に基づき、退院患者調査を補完することを目的として随

時実施される調査 

 

第２ 退院患者調査について 

１ 退院患者調査の様式及び調査項目について 

退院患者調査は、次の調査様式によって実施することとし、各調査様式には以下の内容が含ま

れる。 

(１) 様式１（患者属性や病態等の情報） 

患者属性（生年月日、性別等）、入退院情報（入院年月日、入院経路等、退院年月日及び

退院時転帰等）、診療目的、診療科、手術情報等 

(２) 様式３（施設情報） 

開設者類型、病床数、入院基本料等の算定状況等 

(３) 様式４（医科保険診療以外の診療情報） 

医科保険診療以外の症例（自賠責、正常分娩及び労災保険等） 

(４) 入院ＥＦ統合ファイル（入院診療患者の医科点数表に基づく出来高点数情報） 

医科点数表に基づく診療報酬の算定情報 

(５) 外来ＥＦ統合ファイル（外来診療患者の医科点数表に基づく出来高点数情報） 

医科点数表に基づく診療報酬の算定情報 

(６) Ｄファイル（包括レセプト情報） 

診断群分類点数表に基づく診療報酬算定情報 

(７) Ｈファイル（日ごとの患者情報） 

重症度、医療・看護必要度の対象患者に係る患者ごとの情報 

(８) Ｋファイル（３情報から生成した一次共通ＩＤに関する情報等） 

患者の生年月日、カナ氏名、性別から生成した一次共通ＩＤ及び被保険者番号等 

２ 退院患者調査に係る留意事項について 

(１) 各調査様式の記載に当たっては、各症例における診療録（カルテ）及び診療報酬明細書

（レセプト）に記載されている内容と整合性のとれた記載内容とすること。 

(２) 調査項目には傷病名等、診断や診療に関わる情報等が含まれていることから、記載に当た

っては、担当医を含め医療機関全体で協力する体制を整備すること。 

(３) 退院患者調査の詳細（データ作成方法、提出方法及び提出期日等）については、ＤＰＣの

評価・検証等に係る調査（退院患者調査）実施説明資料において示すので、これに従って作

成及び提出すること。 

第３ 退院患者調査の提出データの提出様式について 
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退院患者調査に参加する病院が提出を要するデータの様式は以下のとおりである。 

様式 ＤＰＣ対象病院 ＤＰＣ準備病院 

左記以外の病院であ

って、データ提出加

算を算定する病院

（参考） 

 様式１ ○ ○ ○ 

 様式３ ○ ○ ○ 

 様式４ ○ ○ ○ 

 入院ＥＦ統合ファイル ○ ○ ○ 

 外来ＥＦ統合ファイル ○ ※ △ △ 

Ｄファイル ○ ※ ✕ ✕ 

 Ｈファイル ○ ○ ○ 

Ｋファイル ○ ○ ○ 

○：必須、△：任意、✕：不要 

 

※ ＤＰＣ制度への参加を希望する病院は、制度参加以降はＤファイル及び外来ＥＦ統合ファイ

ルの提出が必須となるため、留意すること。 
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